
手話とは？手話とは？
　手話は、手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語です。手話を母語として使う

人を「ろう者」といいます。手話はろう者の間で、意思疎通を図るための大切な手段とし

て受け継がれてきました。しかし、これまで手話は言語として認められていませんでした。

手話を使用することができる環境が整えられていないため、ろう者は必要な情報を得るこ

とも十分に意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。

　手話は言語であるということや、ろう者への理解を進めるために、

手話を広く普及していく必要があります。

　手話は言語であるとの認識に立ち、町民に手話とろう者に対する理解を

広め、町民一人ひとりが互いを理解し、人格と個性を尊重しながら共生す

る「ともに生きる地域づくり」を実現するために、「大泉町手話言語条例」

を制定しました。

しゅわ　　　  げんご　　　　　　　　　　　  にんしき　　　た　　　　  ちょうみん　　  しゅわ　　　　　　　 しゃ　　 たい　　　　　りかい

ひろ　　　　  ちょうみんひとり　　　　　　　　　 たが　　　　  りかい　　　　　 じんかく　　　こせい　　  そんちょう　　　　　　　　きょうせい

い　　　　　 ちいき　　　　　　　　　　　 じつげん　　　　　　　　　　　　　　おおいずみまちしゅわげんごじょうれい

せいてい

しゅわ　　　　  しゅし　  　うご　　　 ひょうじょう　 つか　　　　 しかくてき　　ひょうげん　　　　げんご　　　　　　   しゅわ　　　ぼ   ご　　　　　　 つか

ひと　　　　　　　  しゃ　　　　　　　　　　　　　　しゅわ　　　　　  　しゃ　 あいだ　　　   い　し   そつう　　 はか　　　　　　　  たいせつ　　しゅだん

う　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅわ　　　げんご　　　　　　 みと

しゅわ　　　しよう　　　　　　　　　　　　　　　  かんきょう　ととの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ　   ひつよう　  じょうほう　　 え

じゅうぶん　　 い　し   そつう　　 はか　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　 ふべん　　　ふあん　　 かん　　　　　　　 せいかつ

しゅわ　　　げんご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゃ　　　　  りかい　　 すす

しゅわ　　 ひろ　  ふきゅう       ひつよう

しゅわ

お問合せ
とい あわ

大泉町役場 福祉課　障害福祉係（大泉町保健福祉総合センター 4 番窓口）
おおいずみまちやくば　ふくしか　　しょうがいふくしがかり　おおいずみまち ほけんふくし そうごう　　　　　　　　　  ばんまどぐち

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」

　　　　　　 許諾第29-100665号



大泉町手話言語条例の概略
おおいずみまち　し ゅ わ 　げ ん ご  じょうれい　　   がいりゃく

せ さ く　   すいしんほうしん

　手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、町の責務及び町民の

役割等を明らかにします。また、手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な方針

を定めます。このことにより、町民の手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を図

ります。そして全ての町民がともに生きる地域社会を実現することを目的とします。

もく　 てき

目  的

　ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本と

して、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図ります。

き ほ ん り ね ん

基本理念

　町民の手話及びろう者に

対する理解を広げ、手話の

普及その他の手話をしやす

い環境の整備に努めます。

まち　　 せ き む

町の責務

　手話及びろう者に対する

理解を深め、町が推進する

施策に協力するよう努めま

す。

ちょうみん　   やくわり

町民の役割

　ろう者が利用しやすい

サービスを提供し、ろう者

が働きやすい環境を整備す

るよう努めます。

じぎょうしゃ　  やくわり

事業者の役割

　町は推進方針を策定し、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及、手話によ

る情報の発信及び取得、手話による意思疎通の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進

します。

施策の推進方針

　学校教育における手話とろう者への理解

の促進と手話の普及を図るために、必要な

措置を講ずるよう努めます。

学校における手話の普及
がっこう　　　　　　　　　 しゅわ　　  ふきゅう

　県その他の関係機関、ろう者及び手話に

関わる者と協力して、町民が手話を学ぶ機

会の確保等に努めます。

し ゅ わ　　  まな　　  き か い　　   か く ほ と う

手話を学ぶ機会の確保等

　災害時にろう者が必要な情報を迅速に得

ることができるよう、情報の発信と意思疎通

の支援に必要な措置を講ずるよう努めます。

　手話に関する取組を推進するため、必要

な財政上の措置を講ずるよう努めます。

ざいせいじょう　     そ　ちさいがいじ　  　たいおう

災害時の対応 財政上の措置

しゅわ　  げんご　  　　　　　　 にんしき　 もと　　　　  しゅわ　  かん　　　 きほんりねん　  さだ　　　まち　 せきむおよ　 ちょうみん

やくわりとう　   あき　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅわ　　かん　　　   せさく　   そうごうてき　　　けいかくてき　 すいしん　 ひつよう　 ほうしん

さだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちょうみん　　 しゅわおよ　　　　　  しゃ　  たい　　　  りかい　　そくしん　   しゅわ　　ふきゅう　  はか

すべ　　　  ちょうみん　　　　　　　　　い　　　　ちいきしゃかい　　じつげん　　　　　　　　  もくてき

しゃ　　　　　   しゃ いがい　　  もの　　　　  そうご　　  じんかく　　 こせい　    そんちょう　　あ　　　　　　　　 きょうせい　　　　　　　　   きほん

しゃ　　  い し そつう　  おこ　　 けんり　  そんちょう　　　  しゅわ　    ふきゅう　  はか

ちょうみん　 しゅわ  およ　　　　    しゃ

たい　　　　りかい　　 ひろ　　　　しゅわ

ふきゅう　　　　た　　  しゅわ

かんきょう　　せいび　　 つと

しゅわ  およ　　　　　 しゃ　  たい

りかい　    ふか　　　 まち　  すいしん

せさく　  きょうりょく　　　　　　  つと

しゃ　     りよう

ていきょう　　　　　　　 しゃ

はたら　　　　　　　  かんきょう　　 せいび

まち　　すいしんほうしん　　さくてい　　　　 しゅわ  およ　　　　　　しゃ　　たい　　　　 りかい　　 そくしんなら　　　　  しゅわ　　 ふきゅう　　  しゅわ

じょうほう　  はっしんおよ　　しゅとく　　  しゅわ　　　　　　　い　し   そつう　　　しえん　　 かん　　　　  せさく　　 そうごうてき　　　　けいかくてき　　すいしん

けん  　　　　た　　  かんけいきかん　　　　　 しゃおよ　　 しゅわ

かか　　　　もの　 きょうりょく　　          ちょうみん  　　しゅわ　　 まな　　  き

かい　　か く ほ と う 　   つと

がっこうきょういく　　　　　　　　 しゅわ　　　　　　  しゃ　　　　 りかい

そくしん　　 しゅわ　　  ふきゅう　　はか　　　　　　　　　　ひつよう

そ  ち　　 こう　　　　　　　 つと

さいがいじ　　　　　   しゃ　   ひつよう　 じょうほう　 じんそく　　 え

じょうほう　 はっしん　　 い　し   そつう

しえん　　 ひつよう　　 そ　ち　　 こう　　　　　　　   つと

しゅわ　　  かん　　　　とりくみ　　すいしん　　　　　　　　　　ひつよう

ざいせいじょう　　 そ   ち　　  こう　　　　　　　  つと

つと



　大泉町にお住まいの障害のある人やそのご家族の人が地域で生活していく上でのお手伝いを

することを目的にした相談窓口です。お気軽にご相談ください。

◆相談日時：月～金曜日  1３:００～１６:００　　電話・FAX ０２７６－６３－７５４３

◆相談場所：大泉町保健福祉総合センター内

　聴覚障害や音声・言語機能障害のある人が、意思を示し、支援を求めるために「ヘルプカー

ド」を作成しました。　　◆設置場所：福祉課 障害福祉係

　聴覚障害や音声・言語機能障害のある人が、その他の人と意思疎通を円滑に行うために、大

泉町福祉課では手話通訳者を設置しています。

◆設置日時：第４金曜日 １０:００～１２:００、１３:００～１６:００

◆設置場所：福祉課 障害福祉係

　聴覚障害や音声・言語機能障害のある人と、その他の人との意思疎通を円滑にするため、必

要に応じて手話通訳者や要約筆記者を派遣します。　 ◆詳しくは福祉課 障害福祉係

大泉町のサービス

大泉町障害者相談支援センター
おおいずみまちしょうがいしゃそうだんしえん

ヘルプカードを作りました
つく

手話通訳者設置事業
しゅわ つうやくしゃ せっち じぎょう

手話通訳者・要約筆記者派遣事業
しゅわつうやくしゃ　    ようやく ひっきしゃ  はけんじぎょう

おおいずみまち

　聴覚障害者の生活や関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、基礎的な手

話を習得し聴覚障害者の良き理解者として広く奉仕活動を実践する「手話奉仕員」を養成する

ための三町合同の養成講習会を行います。　　

◆詳しくは大泉町社会福祉協議会へ　 電話 ０２７６－６３－２２９４

　手話を学ぶことで、手話やろう者への理解を深め、社会啓発を行うサークルです。お気軽に

ご見学ください。  

◆活動日時：毎週木曜日  1９:３０～２１:００   ◆活動場所：大泉町公民館南別館

大泉町のサークル・講習会及び関係機関

三 町 ( 千代田町・大泉町・邑楽町) 合同手話奉仕員養成講習会
さんちょう　 ち よ だ ま ち 　 おおいずみまち　 お う ら ま ち 　 ごうどうしゅわほうしいんようせいこうしゅうかい

大泉町手話サークル　はるにれの会
おおいずみまちしゅわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　    かい

おおいずみまち　　　　　　　　　　　　　　　こうしゅうかいおよ　　　か ん け い き か ん

ちょうかくしょうがい　  おんせい　　 げんご  きのう しょうがい　　　　　    ひと　　　　　　　　 た　　 ひと　　　　 い   し  そつう　　 えんかつ　　　　　　　　　　　  ひつ

よう　  おう　　　　 しゅわ  つうやくしゃ　  ようやく  ひっき しゃ　　  はけん くわ　　　　　　  ふくしか　しょうがいふくしがかり

ちょうかくしょうがい　 おんせい　　 げんご　きのう しょうがい　　　　　  ひと　　　　　　　　 た　　 ひと　　 い　し   そつう　　 えんかつ　 おこな　　　　　　　　　 おお

いずみまち  ふくしか　　　　　   しゅわ　つうやくしゃ　   　せっち

せっち  にちじ　　だい　   きんようび

せっちばしょ　　 　ふくしか　しょうがいふくしがかり

ちょうかくしょうがい　  おんせい　　 げんご　きのう しょうがい　　　　　   ひと　　　　 い　し　　 しめ　　　　 しえん　　 もと

さくせい　　　　　　　　　　　　　　   せっちばしょ　　 　ふくしか  しょうがいふくしがかり

おおいずみまち　　　　 す　　　　　  しょうがい　　　　　 ひと　　　　　　　　 かぞく　　 ひと　　 ちいき　　 せいかつ　　　　　　　   うえ　　　　　　てつだ

もくてき　　　　　  そうだんまどぐち　　　　　　　    きがる　　　　 そうだん

そうだんにちじ　　げつ　   きんようび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でんわ　

そうだんばしょ　  おおいずみまち  ほけん  ふくし そうごう　　　　　　　 ない

しゅわ　　 まな　　　　　　　　　　 しゅわ　　　　　　 しゃ　　　　 りかい　　 ふか　　　   しゃかいけいはつ　 おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　  きがる

かつどうにちじ　　まいしゅうもくようび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かつどうばしょ　    おおいずみまち こうみんかん みなみべっかん

ちょうかくしょうがいしゃ　 せいかつ　　かんれん　　　　 ふくし  せいど　　　　　　　　　　  りかい　　 にんしき　　ふか　　　　　　　　　　　　　　  きそてき　　  しゅ

わ　　  しゅうとく　　ちょうかくしょうがいしゃ　　 よ　　  りかいしゃ　　　　　　 ひろ　　 ほうしかつどう　　 じっせん　　　　　　 しゅわ   ほうしいん　　　　 ようせい

さんちょうごうどう　  ようせいこうしゅうかい　  おこな

くわ　　　　　  おおいずみまち しゃかいふくし  きょうぎかい　　　　　でんわ

けんがく



しゅわ　　　　 かいわ

手話で会話してみよう
挨 拶

困ったことありませんか？

もしもの時は

あい  さつ

こま

とき

ぐんまけんちょうかくしょうがいしゃ

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ

　聴覚障害者のための各種相談、テレビ番組、映画などに字幕や手話を挿入したビデオ・DVD

や情報機器の貸出しのほか手話通訳者、要約筆記者の養成等を行っています。

　　〒371－0843　前橋市新前橋町１３－１２　　　群馬県社会福祉総合センター３階

　　　　　　　　　   電話 ０２７－２５５－６６３３　　FAX ０２７－２５５－６６３４

ちょうかくしょうがいしゃ　　　　　　　かくしゅそうだん　　　　　　　ばんぐみ　　えいが　　　　　　 じまく　　  しゅわ　   そうにゅう

じょうほう  き　き　　　 かしだ　　　　　　　　　　しゅわ  つうやくしゃ　　 ようやく  ひっき  しゃ　　ようせいとう　  おこな

まえばしし しんまえばしちょう　　　　　　　　　　　　　　　　 　ぐんまけん  しゃかいふくし そうごう　　　　　　　　　   かい

でんわ

手のひらを前に向け

て交差した両 手を

左右斜め上へ弧を描

いて開く
左手甲に小指側を直角

にのせた右手を上げな

がら頭を下げる

鼻先に置いた右手拳を

開きながら、前へ出し、

軽く頭を下げる

胸前で向かい合わせて

立てた両手人差指を同

時に曲げる

わん曲させた右手

4 指の指先で頭を

かくしぐさをする

5指を折り曲げて

上に向けた右手

を顔の横で回す

右手2指を伸ばし、

親指を耳に、小

指を口にあてる

右手2指を伸ばし、

親指を耳に、小

指を口にあてる

右手人差指を立て、

胸前で左右に振る

両手を握って交互に

素早く腕を振る

指先を前に向けた両手

人差指を左右から引き

寄せてつける

左手のひらに右手甲を

のせた右手を3方向へ出

す

下に向けた右手人差指を

右斜め前へだしながら

指先を斜め前方へ向ける

全日本ろうあ連盟発行・『わたしたちの手話 学習辞典Ⅰ』より転載

手のひらを前に向け

た両手を弧を描いて

引き寄せ、目の前で

交差させる

小さく丸めた右手

2指の輪を額の上

部にある


